
○ 警視庁職員特殊勤務手当支給規程 

                                平成 9年 3月 31 日  

                                訓 令 甲 第 10 号  

                                存  続  期  間  

〔沿革〕 平成 10 年 3 月 訓令甲第 2号（い）  

              同第 9号（ろ）  

    11 年 3月 同第 10号（は）  

    12 年 2月 同第 4号（に）、3月同第 20 号（ほ）、11月同第 37 号（へ）、同第 

41 号（と）  

    13 年 3月 同第 15号（ち）、6月同第 27 号（り）、11月同第 46 号（ぬ）  

    14 年 3月 同第 19号（る）、10 月同第 40 号（を）  

    15 年 3月 同第 14号（わ）、12 月同第 39 号（か）  

    16 年 4月 同第 11号（よ）、5月同第 16 号（た）  

    17 年 6月 同第 19号（れ）、7月同第 22 号（そ）、10月同第 26 号（つ）  

    18 年 4月 同第 11号（ね）、9月同第 30 号（な）  

    19 年 5月 同第 14号（ら）、7月同第 21 号（む）  

    20 年 3月 同第 3号（う）、10 月同第 32号（ゐ）、11月同第 34 号（の）、12 月 

同第 42 号（お）  

    21 年 3月 同第 4号（く）、5月同第 12 号（や）、7月同第 18号（ま）  

    22 年 1月 同第 2号（け）、3月同第 12 号（ふ）  

    23 年 3月 同第 3号（こ）  

    25 年 3月 同第 15号（え）、9月同第 26 号（て）、10月同第 28 号（あ） 

    26 年 3月 同第 15号（さ）、5月同第 26 号（き）、9月同第 29号（ゆ） 

   27 年 6月 同第 31号（め）、7月同第 33 号（み） 10 月同第 38 号（し） 

   28 年 3月 同第 10号（ゑ）、9月同第 24 号（ひ） 

29 年 1 月 同第 1号（も）、3月同第 18号（せ）、6月同第 27号（す）改正           

  （目的）  

第 1 条 この規程は、警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則（平成 9年 3月 31

日東京都規則第 52 号。以下「規則」という。）第 5 条の規定に基づき、警視庁職員

の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。  

  （認定）  

第 2 条 所属長は、規則に規定する特殊勤務手当の支給範囲及び別表の「特殊勤務手当支

給基準表」により、特殊勤務手当の受給資格を認定するものとする。  

  （請求）  



第 3条 所属長は、警視庁情報管理システム運用要綱（平成 18年 4月 14 日通達甲（副監．

総．情．企 1）第 8号に規定する警視庁情報管理システムにより、特殊勤務手当の請

求を行うものとする。（ぬ、ね）  

  （細部事項）  

第 4 条 この規程を運用するために必要な細部事項は、警務部長が定める。  

    附 則   

  （施行期日）  

1  この訓令は、平成 9年 4月 1日から施行する。（ふ）  

  （廃止規定）  

2  警視庁職員特殊勤務手当支給規程（昭和 37年 3 月 31 日訓令甲第 8号）は、廃止する。  

  （経過措置）  

3  前項の規定による廃止前の警視庁職員特殊勤務手当支給規程第 4 条の規定により認定

された受給資格は、第 2条の規定により認定された受給資格とみなす。  

  （特定皇族）  

4  規則別表 1の部(1)の項オ(ア)の規定により警視総監が指定する皇族は、当分の間、文

仁親王殿下及び悠仁親王殿下とする。  

   附 則（平成 19年 7 月訓令甲第 21 号）  

 この訓令は、平成 19 年 7 月 20 日から施行し、この訓令による改正後の警視庁職員特殊

勤務手当支給規程の規定は、同年 6月 21 日から適用する。  

   附 則（平成 26年 6 月訓令甲第 31 号）  

 この訓令は、平成 27年 6月 1 日から施行し、この訓令による改正後の警視庁職員特殊勤

務手当支給規程別表警ら手当(2)の項の規定は、平成 25年 9月 1日から適用する。  

別表（第 2条関係）  

特殊勤務手当支給基準表 

規則に定め

る特殊勤務

手当の種類 

支給対象 

本部所属等 警察署 対象職員 

捜

査

等

業

務

手

当 

(1) ア 組織犯罪対策第一課 

 各係（第一対策係を除く。） 

組織犯罪対策第二課 

 各係（第一捜査係を除く。） 

組織犯罪対策第三課 

 各係（暴対企画係及び暴力団情報管理

係を除く。） 

組織犯罪対策第四課 

 各係（暴力犯罪情報第一係を除く。） 

暴力犯捜査担当 

暴力団対策担当 

組織犯罪対策担

当 

銃器薬物対策担

当 

警察官 

（管理職員を除

く。） 



組織犯罪対策第五課 

 各係（銃器薬物対策第一係及び銃器薬

物対策第二係を除く。） 

組織犯罪対策特別捜査隊 

 隊本部（庶務係を除く。）及び班 

イ 交通執行課 

 執行第三係、即決第二係及び即決第三

係の捜査専従者並びに暴走族対策室暴走

族捜査係 

交通捜査課 

 交通事故事件捜査第一係、交通事故事

件捜査第二係、交通事故事件捜査第三係、

交通鑑識第一係、交通鑑識第二係（捜査

等業務手当の(1)のエの受給者を除く。）、

交通特殊事件捜査第一係及び交通特殊事

件捜査第二係 

駐車対策課 

放置駐車対策センター追跡捜査係 

警護課 

 各係（警護管理係の庶務担当及び給料

の調整額受給者を除く。） 

公安総務課 

 各係（庶務係、会計係、公安企画係及

び公安管理係を除く。） 

公安第一課 

 各係（第一係の庶務担当を除く。） 

公安第二課 

 各係（第一係の庶務担当を除く。） 

公安第三課 

 各係（第一係の庶務担当を除く。） 

外事第一課 

 各係（第一係の庶務担当を除く。） 

外事第二課 

 各係（第一係の庶務担当を除く。） 

外事第三課 

 各係（第一係を除く。） 

刑事総務課 

 刑事特別捜査係 

交通捜査担当 

公安及び外事担

当 

捜査支援担当 

強行犯捜査担当 

知能犯捜査担当 

盗犯捜査担当 

鑑識担当 

保安、生活経済、

生活環境及び少

年担当 

麹町、丸の内、赤

坂及び東京空港

警察署の警護専

従者 

警察官 

（管理職員を除

く。） 



捜査第一課 

 各係（強行犯捜査第一係、捜査等業務

手当の(1)のエの受給者及び給料の調整

額受給者を除く。） 

捜査第二課 

 各係（知能犯捜査第一係の庶務担当を

除く。） 

捜査第三課 

 各係（第一係の庶務担当及び捜査等業

務手当の(1)のエの受給者を除く。） 

捜査共助課 

 各係（手配係の庶務担当及び捜査等業

務手当の(1)のエの受給者を除く。） 

生活安全総務課 

 ストーカー対策室（規制第一係及び規

制第二係を除く。） 

生活経済課 

 各係（経済第一係の庶務担当を除く。）

生活環境課 

 各係（環境管理係及び捜査等業務手当

の(1)のウの受給者を除く。） 

保安課 

 各係（風俗管理係を除く。） 

少年育成課 

 少年環境第一係、少年環境第二係及び

福祉犯第一係の捜査専従者、福祉犯第二

係並びに福祉犯第三係 

少年事件課 

 各係（指導第一係及び指導第二係を除

く。） 

サイバー犯罪対策課 

 各係（管理係、対策係及び技術管理係

並びにネットワーク捜査指導室の各係を

除く。） 

組織犯罪対策総務課 

 マネー・ローンダリング対策室 

高速道路交通警察隊 

 各中隊の第一小隊 



鉄道警察隊 

 特務係 

サイバー攻撃対策センター 

 第五係、第六係、第七係、第八係、第

九係及び第十係 

公安機動捜査隊 

 隊本部（庶務係を除く。）及び班 

捜査支援分析センター 

 機動分析第一係、機動分析第二係、分

析捜査第一係及び分析捜査第二係 

機動捜査隊 

 隊本部（庶務係を除く。）及び班 

生活安全特別捜査隊 

 隊本部（庶務係及び資料係を除く。）及

び班 

警備第二課 

 警備装備第三係の警備犬担当 

鑑識課 

 各係（鑑識管理係及び捜査等業務手当

の(1)のエの受給者を除く。） 

警察官及び警察

行政職員 

（管理職員を除

く。） 

ウ 警備第一課 

 警備情報第一係、警備情報第二係、警

備情報第三係、警備情報第四係、警備連

絡係、警備現場第一係及び警備現場第二

係 

生活安全総務課 

 生活安全対策第二係、防犯営業第一係、

防犯営業第二係及び防犯営業第三係 

生活環境課 

 危険物対策係の火薬類担当 

少年育成課 

 保護対策係 

情報及び特別実

態把握担当 

防犯及び生活安

全相談担当 

警察官及び警察

行政職員 

（管理職員を除

く。） 

エ 交通捜査課 

 交通鑑識第二係の写真担当 

公安第四課 

 第一係の写真担当 

捜査第一課 

 強盗犯捜査第一係の犯罪手口資料担当

＼ 

警察官及び警察

行政職員 

（管理職員を除

く。） 



及び科学捜査係（捜査等業務手当の(1)

のイの受給者を除く。） 

捜査第三課 

 第二係の手口資料担当 

捜査共助課 

 各係（手配係の庶務担当及び捜査等業

務手当の(1)のイの受給者を除く。） 

鑑識課 

 各係（鑑識管理係の庶務担当及び捜査

等業務手当の(1)のイの受給者を除く。）

組織犯罪対策第五課 

 銃器薬物対策第二係 

航空隊 

 特務係の航空テレビ写真担当 

オ 警衛課 

 各係（警衛管理係の庶務担当を除く。）
＼ 

警察官 

(2) 教養課 

通訳センター（管理係を除く。） 
＼ 

警察官及び警察

行政職員 

（管理職員を除

く。） 

(3) 機動隊 

 水難救助隊 ＼ 

警察官 

（管理職員を除

く。） 

(4) ア 各所属 

 銃器使用犯人等の逮捕又は銃器犯罪の捜査に従事した者

警察官及び警察

行政職員 イ 

ウ 各所属 

 銃器犯罪捜査に付随する警戒等に従事した者 エ 

オ 各所属 

 暴力団の抗争に伴う暴力団の事務所等の警戒又は保護対

象者に対する危害を未然に防止するために行う警戒に従事

した者 

カ 各所属 

 刃物等の器具を使用する犯人の逮捕又は逮捕に付随する

捜査に従事した者 

(5) ア 各所属 

 高速自動車国道等において交通事故の処理に従事した者

警察官 

（管理職員を除



イ 各所属 

 高速自動車国道等以外の道路において交通事故の処理に

従事した者 

く。） 

交

通

整

理

取

締

手

当 

(1) 交通執行課 

 白バイ訓練所の交通取締用二輪車乗務

員 

交通機動隊及び高速道路交通警察隊 

 交通取締用二輪車乗務員 

交通執行係の機

動警ら担当 

警察官 

（管理職員を除

く。） 

(2) ア 交通機動隊及び高速道路交通警察隊 

 高速自動車国道等において交通整理又

は交通関係法令違反の取締りに従事した

交通取締用四輪車乗務員 

＼ 

イ 交通機動隊 

 高速自動車国道等以外の道路において

交通整理又は交通関係法令違反の取締り

に従事した交通取締用四輪車乗務員 

＼ 

(3) 駐車対策課 

 駐車取締第二係 

第三方面交通機動隊 

 騎馬隊 

交通課の外勤担

当（機動警ら担当

で外勤担当の業

務に従事した者

を含む。） 

看守手当 留置管理第一課 

 各係（管理係及び指導係を除く。） 

留置管理第二課 

 各係（管理係を除く。） 

留置担当 

護送担当 

警察官 

（管理職員を除

く。） 

警

ら

手

当 

(1) 警備第一課 

 東京国際空港テロ対処部隊の第一組、

第二組、第三組及び第四組 

警護課 

 総理大臣官邸警備隊（庶務担当を除

く。） 

機動隊 

 中隊 

鉄道警察隊 

 中隊 

地域総務係（交番

勤務者）、地域第

一係、地域第二

係、地域第三係、

地域第四係、警戒

係及び警ら隊並

びに東京湾岸警

察署の水上安全

第一係、水上安全

第二係、水上安全

第三係及び水上

安全第四係 

警察官及び警察

行政職員 

（管理職員を除

く。） 



(2) 教養課 

 通訳センター通訳第二係 

警備第一課 

 各係 

警備第二課 

 各係 

災害対策課 

 各係 

機動隊 

 中隊 

地域総務係、地域

第一係、地域第二

係、地域第三係及

び地域第四係の

駐在所勤務員 

警察官 

（管理職員を除

く。） 

(3) 地域総務課 

 遊撃特別警ら隊（庶務担当を除く。） 

自動車警ら隊 

 中隊の警ら用無線自動車乗務員 

地域第一係、地域

第二係、地域第三

係及び地域第四

係の警ら用無線

自動車乗務員 

警察官 

（管理職員を除

く。） 

爆

発

物

等

処

理

手

当 

(1) 各所属 

 爆発物又は特殊危険物の処理に従事した者 

警察官及び警察

行政職員 (2) ア 

イ 

ウ 

エ 

死

体

処

理

手

当 

(1) 各所属 

 死体の収容又は運搬に従事した者 

警察官及び警察

行政職員 

(2) 鑑識課 

 各係（鑑識管理係の庶務担当を除く。）

交通捜査課 

 各係（交通捜査企画係の庶務担当を除

く。） 

捜査第一課 

 科学捜査係 

高速道路交通警察隊 

 事件係及び中隊 

死体の検視、見分

又は解剖立会い

に従事した者 

警察官 

(3) 

深夜特殊業

務手当 

各所属 

 交替制勤務の者 

警察官及び警察

行政職員 



（管理職員を除

く。） 

特

別

救

助

手

当 

(1) 災害対策課 

 特殊救助隊実施班 

機動隊 

 機動救助隊及び水難救助隊 

青梅警察署、五日

市警察署及び高

尾警察署の山岳

救助隊 

警察官 

(2) 各所属 

 警戒区域等において救難、救助、警戒警備その他の警察

活動に従事した者 

警察官及び警察

行政職員 

(3) 警備第二課、災害対策課、鑑識課及び機

動隊 

 国際警察緊急援助隊 

＼ 

警察官 

夜間緊急招

集手当 

各所属 

 夜間に緊急招集を受けて勤務に従事した者 

警察官及び警察

行政職員 

（管理職員を除

く。） 

航

空

作

業

手

当 

(1) 航空隊 

 整備班 
＼ 

警察官及び警察

行政職員 

(2) ア 航空隊 

 飛行班及び整備班 
＼ 

イ 各所属 

 ヘリコプター又は警視庁の所有する航空機に搭乗して行

う業務に従事した者 

ウ 各所属 

 航空機に搭乗して行う業務であって、警視総監が人事委

員会の承認を得て定めるものに従事した者 

警察官 

放射線取扱

手当 

健康管理本部 

 管理第一科の診療放射線技師 ＼ 

警察行政職員 

（管理職員を除

く。） 

検査手当 科学捜査研究所 

 各係（庶務係及び文書鑑定係を除く。）
＼ 

警察官及び警察

行政職員 

高所手当 用度課 

 検収センター検収第二係 

施設課 

 修繕係、建築第一係、建築第二係、建

築第三係、建築第四係、建築第五係、電

＼ 

警察官及び警察

行政職員 

（管理職員を除

く。） 



気設備係及び機械設備係 

小笠原業務

手当 
＼ 

小笠原警察署の

全職員 

警察官及び警察

行政職員 


